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第３章 荒川区の人権推進指針  

 

１ 人権推進指針の性格及び改定の方向性 

（１）指針の性格 

 この指針は、日本国憲法や世界人権宣言等の精神に基づき、区が施策を推進するた

めの基本的な方向を人権擁護の視点から明らかにし、区と区民、事業者・関係機関と

が協働し、人権尊重の理念の行き渡ったまちづくりに取り組んでいくための区の基本姿

勢を示すものです。 

 また、区民をはじめとする人々が人権擁護に取り組んでいく上での基本的な指針でも

あります。 

 

（２）改定の方向性 

現行の指針の理念は普遍的なものであることから、基本的な考え方は継承しつつ、

新たな人権課題を踏まえて、時代に即した内容に改めます。 

 

２ 基本理念 

  「全ての人々が個性や違いを認め合い、 

互いの人権が尊重される 

平和な社会の実現」 

 

 

３ 荒川区人権推進指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）差別がなく、全ての人の人権が尊重されるまちを目指します 

  個人の生命、自由及び身体の安全が尊重される社会で生活することは、全ての区

民が幸せに生きる上で欠かすことのできない基本原理です。 

   荒川区は、全ての人が差別を受けることなく、人として尊重され、自分らしく生きる

ことのできるまちを目指します。 

 

(1) 差別がなく、全ての人の人権が尊重されるまちを目指します 

(2) 個性や違いのある他者を認め、理解し合い、共生できる寛容なまちを

目指します 

(3) 人権意識が広く行き渡ったまちを目指します 

(4) 平和を願う心をつなぐまちを目指します 
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（２）個性や違いのある他者を認め、理解し合い、共生できる寛容なまちを目指

します 

  自己を大切にすると同時に、多様な個性や違いのある他者の存在を認めて生きる

ことが人権尊重の基本です。他者の存在を認め、理解し合う心を育み、連帯を深め、

ともに生きる豊かな人間関係を築くことは、寛容な地域社会の基盤となるものです。 

   荒川区は、文化や立場の異なる多様な区民同士をつなぎ、全ての人が多様な個性

や違いのある他者の存在を認め、理解し合い、共生できる寛容なまちを目指します。 

 

（３）人権意識が広く行き渡ったまちを目指します 

  人権課題の解消に当たっては、人権意識を地域全体に行き渡らせ、全ての人に人

権の大切さを認識してもらうことが必要です。 

   荒川区は、人権擁護委員をはじめ地域の方々とも連携しながら、人権啓発を一層

推進し、人権意識が広く行き渡ったまちを目指します。 

 

（４）平和を願う心をつなぐまちを目指します 

 人権が守られる社会の実現には、平和が守られていることが不可欠です。荒川区

は、第 2 次世界大戦において本土初の空襲を受け、その後も多数の犠牲者を出しま

した。こうした国と国との争いによって尊い命を奪われた教訓を、世界平和に生かして

いくことが区民の願いです。 

 世界の恒久平和を希求し、平和の大切さを次代に伝えていくことは、平和都市宣言

を行った区の使命でもあります。 

 荒川区は、永遠の平和を願う心をつなぐまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

荒川区平和都市宣言 

「平和」それは 

私たちが願ってやまないもの 

「平和」それは 

私たちが育むもの 

「平和」それは 

私たちが明日の世代に伝えるもの 

私たちは永遠の平和を願い 

荒川区が平和都市であることを 

宣言する 

 

平成７年１０月２４日 荒川区 
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人権の礎 「平和」 ～荒川区の平和事業～ 
 

 区では、戦後５０年の節目にあたる平成７年に「荒川区平和都市宣言」を行い、

平和は私たち自身が育み、明日の世代に伝えるものであることを謳うとともに、

永遠の平和を願い、荒川区が平和都市であることを宣言しています。 

 宣言文は、荒川公園内に記念碑として設置しているほか、町屋駅前の平和の

バラ「ピース」の植栽コーナー内・あらかわ遊園前のバラ花壇の２か所にも銘板

を設置しています。  

 区では、平和都市宣言の理念に基づき、毎年、バラの市における平和のバラパ

ネル展示のほか、憲法週間パネル展、人権・平和パネル展、東京空襲パネル展

等の平和事業を実施しています。東京空襲パネル展の会期中には「夏休みこど

も平和映画会」を開催し、アニメ映画や平和絵本の読み聞かせを通して、子ども

たちに平和の大切さを伝えています。 

 また、平成２６年には、広島市長の呼びかけにより設立された平和首長会議に

加盟しました。平和首長会議には、国内１,７００、世界 8,５00 超の都市が加盟し

ており、政府への核兵器廃絶に関する要請等に取り組んでいます。区において

も、毎年、同会議が主催する「子どもたちによる“平和なまち”絵画コンテスト」

への出品作品を区内小・中学校から募集し、人権週間パネル展と併せて作品展

を行う等、平和への思いをつなぐ取組を行っています。 

 令和７年は平和都市宣言３０周年・戦後８０年にあたりますが、世界では今も

戦争や紛争で多くの命が奪われ、人権が侵害されている現状があります。 

 区では、今後も東京大空襲をはじめ、身近な地域の歴史を通じて戦争の悲惨

さや平和の大切さを多くの区民に伝え、次代につないでいけるよう、取り組んで

いきます。 

町屋駅前 平和のバラコーナー 平和都市宣言銘板と平和のバラ「ピース」 


